
大分県障がい福祉計画【第５期】等 －概要－（第１章～第３章）
内 容 内 容

第１章 １ 計画の趣旨と性格

計画の趣旨等 ２ 計画期間等 第３章 （４）障がい者の芸術文化・スポーツの振興と社会参加の促進

３ 圏域の設定（障がい福祉圏域） ① 障がい者スポーツの振興

障がい者が地域 ② 障がい者の芸術文化活動に対する支援

第２章 １ 大分県の障がい者の状況（県内の障がい者数、各種手帳所持者数の推移等） で心豊かに暮ら ・平成３０年全国障害者芸術・文化祭の開催

２ 第４期計画の進捗状況及び今後の課題 し働ける社会づ ・大会を通じた、障がい者の作品の評価・発掘と展示・発表機会の創出

障がい福祉施策 ・福祉施設からの地域生活移行 （施設入所者削減数、地域生活移行者数） くりの推進 ・県内全市町村で実施する障がい者アート事業の大会の後の継承

の現状及び課題 ・精神科病院からの地域生活移行（退院率、長期入院在院者数） ・身近な地域での芸術文化活動を通じた障がいに対する理解の促進

・福祉施設から一般就労への移行者数

・就労移行支援事業所の就労移行率 【成果目標と活動指標】

・障がい者雇用率全国順位 ・福祉施設からの地域生活移行 （施設入所者数、地域生活移行者数）

・就労継続支援Ｂ型事業所の平均工賃（月額・時間額） ・精神科病院からの地域生活移行（退院率、長期入院患者数）

・発達相談支援につながった未就学児数 ・障がい福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置

１ 障がい者が安心して暮らせる地域生活の推進 ２ 障がい者の就労支援
第３章

（１）障がいや障がい者に対する理解の促進及び権利擁護の推進 （１）障がい者雇用率日本一に向けた支援の充実

障がい者が地域 ①「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」の ① 企業等に対する障がい者雇用の促進

で心豊かに暮ら 実効性の向上 ・障がい者雇用アドバイザーによる全業種の企業等訪問を通じた

し働ける社会づ ・企業・業界団体に対する研修会の開催、各種イベントを通じた理解の促進 仕事の切り出しやマッチング支援等の取組強化

くりの推進 ・遠隔手話通訳サービスなどICT技術を活用した新たな意思疎通支援 ・就労移行支援事業所等からの人材の掘り起こし

・ヘルプカードの配布及び周知・啓発 ② 障がい者雇入れ体験などによる就労の円滑化

・常設相談窓口として、大分県障がい者差別解消・権利擁護センターの活用 ③ 障がい者の就労・定着支援

② 障がい者に対する虐待の防止 ④ 知的障がい者、精神障がい者の雇用促進

・県及び市町村における虐待通報に対する相談体制の整備 ・雇用を希望する企業等に対する研修の実施及び雇用後の支援

・虐待防止キャンペーン活動等による普及啓発

（２）障害福祉サービス提供基盤の整備 （２）障がい者の工賃向上のための支援の充実

① 障害福祉サービスの提供体制の整備 ① 共同受注、共同販売体制の強化

② 各種研修の実施 ・販路・発注拡大等を図るため、障がい者就労施設等が提供する物品等の

③ 第三者評価制度導入の促進 情報提供等を行う体制を構築

④ 事業者における苦情解決体制の整備 ② 優先調達の推進

⑤ 障害福祉サービス等の情報公表制度の導入 ③ 農福連携の推進

（３）障がい者の地域生活移行等への支援 ・アグリ就労アドバイザー派遣による事業所の技術向上、販路拡大、

① 精神障がいに対応した地域包括ケアシステムの構築 経営改善等の支援

・精神障害者の地域移行・地域定着に対する支援体制の充実

・精神科病院と相談支援事業所等による連携体制の構築 【成果目標と活動指標】

② 発達障がい者への支援 ・障がい者雇用率の全国順位

③ グループホーム等地域生活における住まいの場の整備促進 ・就労移行支援事業所の就労移行率

④ 施設入所支援等から地域移行した障がい者等への支援 ・福祉施設から一般就労への移行者数

⑤ 地域生活支援拠点等の整備及び市町村への支援 ・就労移行支援事業所の利用者数

⑤ 矯正施設から退所した障がい者への支援 ・就労定着支援１年後の就労定着率

⑥ 災害時に配慮を要する障がい者等への支援 ・就労継続支援Ｂ型の平均工賃（月額・時間額）

⑦ 障がい者の移動に対する支援
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大分県障がい福祉計画【第５期】等 －概要－（第４章～第６章）

内 容 内 容

第４章 １ 障がいのある子どもへの支援 第４章 （２）よりきめ細かな対応が必要な子どもへの支援

～成長段階に応じた切れ目のない支援体制の構築～ ①発達障がい児への支援

障がいのある子 （１）障がいのある子どもの個々の状況に応じた発達支援 障がいのある子 ・アセスメントツール（Ｍ－ＣＨＡＴ）の導入推進による乳幼児健診での

どもと家庭への ① 乳幼児期 どもと家庭への スクリーニング精度の向上、５歳児健診及び発達相談の充実

支援 ア 早期発見・早期療育のための乳幼児健診の充実 支援 ・発達障がい早期診断体制の強化（発達障がい対応力向上研修）と連携促進

・乳幼児期の疾病や障がいの早期発見による適切な治療や療育の実施 ②重症心身障がい児への支援

イ 身近な地域での支援体制の充実 ③医療的ケア児への支援

第１期 ・市町村と連携した児童発達支援、保育所等訪問などの支援体制の充実 ・支援の充実に向けた保健、医療、福祉、教育等各分野による連携強化

障がい児 ウ 保育所等への受入れ支援 ④強度行動障害のある子どもへの支援

福祉計画 ・保育コーディネーターとの連携による支援 ⑤虐待を受けた障がい児への支援

エ 相談支援ファイルの活用推進

・就学時における確実な情報の引継を念頭に置いた、乳幼児期からの ２ 障がいのある子どもの家庭への支援

相談支援ファイルの活用推進 ①家族の負担軽減及び子どもの多様な体験と余暇活動の充実

・市町村と連携した短期入所や放課後等デイサービスの充実

② 就学期 ②家族の気持ちに寄り添った支援

ア 相談支援ファイルの活用推進 ・ペアレントメンターの派遣（養成）による孤立感や心理的負担の軽減（発）

・乳幼児期からの支援情報等の確実な引継による適切な教育支援の推進 ・ペアレントプログラム（子どもへの関わり方等を学ぶ研修会）の実施

イ 障がいの状態等に応じたきめ細かな教育支援 ③相談支援従業者の支援技術の向上

・特別支援教育コーディネーター等と各支援機関との連携強化による

支援計画の充実 【成果目標と活動指標】

ウ 身近な地域での支援体制の充実 ・健診におけるアセスメントツール（Ｍ－ＣＨＡＴ）の活用状況

・市町村と連携した放課後等デイサービスなどの支援体制の充実 ・ペアレントメンター養成数

エ 放課後児童クラブへの受入れ支援

オ 学校卒業（就労）に向けた支援

カ 市町村と連携した施設入所児童の自立支援

第５章 １ 地域生活支援事業

③ 地域における支援体制の整備 地域生活支援事 ・県の必須事業

ア 各関係機関の連携強化 業及び障害福祉 ・県の主な任意事業

・支援に関わる保健、医療、福祉、教育、労働等各機関の情報共有と連携 サービス量の見 ２ 障害福祉サービス量の見込み

・地域の相談及び療育拠点である児童発達支援センターの機能強化 込み 各障害福祉サービスごとのＨ２８実績及びＨ３０～Ｈ３２見込み

イ 巡回療育相談や訪問指導、施設支援指導等の実施（地域療育等支援事業）

ウ 支援の充実を図るための障害児通所支援事業所職員の能力向上 第６章 １ 進行管理体制

エ 県及び市町村自立支援協議会の活動の充実 計画の推進に向 ２ 計画の点検・評価の方策

・地域課題解決のための専門部会等の活用 けて

参考資料 国の基本的な指針等

用語解説
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